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第１章 趣旨と位置づけ 

１ 計画策定の趣旨 

磐田市の公共交通網は、ＪＲ磐田駅から放射状に運行する路線バスを幹線交通、市内を８地

域に分けて運行するデマンド型乗合タクシーを区域交通とし、これら基幹となる交通手段等に

より形成されています。路線バスは通勤通学の手段、デマンド型乗合タクシーは日中時間帯の

高齢者等の通院や買物の手段として、市民の生活交通を確保しています。 

計画は、市民の移動手段を維持・確保し、市民の公共交通を持続可能なものとしていくため、

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」（以下、「活性化再生法」という。）第５条の規

定に基づく「磐田市地域公共交通計画」を策定するものです。 

「地域公共交通計画」に定める事項（活性化再生法第５条第２項） 

１．基本的な方針（第１号） 

２．計画の区域（第２号） 

３．計画の目標（第３号） 

４．目標達成のために行う事業及び実施主体に関する事項（第４号） 

５．計画の達成状況の評価に関する事項（第５号） 

６．計画の期間（第６号） 

２ 計画の位置づけ 

計画は、本市の交通政策の基本計画と位置づけ、「第２次磐田市総合計画」に即し、「磐田市

都市計画マスタープラン」などの関連計画と調和を保ち、「磐田市立地適正化計画」と連携を図

ります。 

第２次磐田市総合計画 【計画期間：平成 29（2017）年度～令和８（2026）年度】 

将来展望をもとに、自主的かつ総合的なまちづくりを進めるための本市の最上位計画 

磐田市都市計画マスタープラン 【計画期間：平成 30（2018）年度～令和９（2027）年度】

将来の都市像や具体的な土地利用等に関する基本的な方針を明らかにした計画 

磐田市立地適正化計画 

【計画期間： 】 

都市計画マスタープランの「コンパクトにま

とまりある市街地形成」を具現化する計画 

磐田市地域公共交通計画 

【計画期間： 】 

交通政策の基本的な方針や実施事業を明

らかにする計画 

即す 

調和 調和 

連携 
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３ 計画の対象区域 

計画の対象区域は、「磐田市立地適正化計画」と整合を図り、磐田都市計画区域とします。 

４ 計画の期間 

計画の期間は、「第２次磐田市総合計画」、「磐田市都市計画マスタープラン」及び「磐田市立

地適正化計画」と整合を図り、令和５（2023）年度から令和９（2027）年度の５年間とします。 

磐田市地域公共交通計画の計画期間 

令和５（2023）年度から令和９（2027）年度の５年間 

都市計画区域外 

都市計画区域 

市街化区域 
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第２章 現況と課題の整理 

１ 現況調査 

計画の策定にあたり、調査した各項目から本市の特性を整理します。 

1-1 都市構造 

区 分 本市の特性 

1 人口 

◆人口減少・少子高齢化の進展が続く 

・人口が減少し、少子高齢化が進展、今後も同様の傾向が続く。 

・2045 年の人口は現在の約 86％、運転免許の高齢者講習の対象となる

70歳以上が増加し、生産年齢人口が減少する。

2 人口分布 

◆バスルートから外れた、人口密度が高い地区や高齢化率が高い地区が

点在する 

・人口密度の高い地区は、概ねバスルートの沿線にあるものの、一部地

域（豊田地区など）がバスルートから離れている。 

・高齢化率が高い地区がバスルートから離れて点在している。

3 都市計画 

◆JR磐田・豊田町・御厨の鉄道駅周辺と竜洋地区、福田地区、遠州豊田

SIC 周辺に、都市機能誘導区域が指定されている 

・いずれも、鉄道もしくはバスでのアクセスが可能である。 

1-2 公共交通 

区 分 本市の特性

1 鉄道 
◆ＪＲ・天竜浜名湖鉄道ともに、利用者数は横ばいである 

・天竜浜名湖鉄道は、豊岡駅で増加傾向である。 

2 路線バス 

◆磐田駅を中心に放射状に配置。 

・豊田町駅は、１路線乗り入れており、現状、御厨駅に乗り入れる路

線はない。 

◆コロナ禍の影響もあり、利用者は減少傾向である 

3 タクシー ◆コロナ禍の影響もあり、利用者は減少傾向である

4 
デマンド型乗

合タクシー 

◆市内を８つの地区に区分し、地区内の買い物・通院などの移動手段

となっている 

◆利用者は増加傾向である

5 公費負担 

◆路線バスの公費負担は、増加している 

◆デマンド型乗合タクシーは、利用増に伴い、公費負担が増加してい

る 

1-3 交通手段 

区 分 本市の特性

1 交通分担率 

◆自動車移動に依存しており、71％を占める 

◆駅端末交通では自動車が約３割を占める 

・駅端末交通の内訳は、徒歩：約 27％、自転車：約 22％、バス：約 17％、

バイク：約４％となっている。 

2 運転免許 

◆運転免許保有者数は横ばい、高齢運転免許保有者数は増加している 

・運転免許保有者数（約 12万人）のうち、高齢運転免許保有者が約 27％

を占める。 

・65 歳以上の自主返納率は、２％強にとどまる（令和２（2020）年：733
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名）。 

3 通勤・通学 

◆自市における通勤・通学が大半である 

・通勤：63.5％、通学：54.0％といずれも半数を超えている。

◆通勤・通学の交通手段分担率は、自家用車が 74.4％と突出している 

・自転車：10.8％、鉄道：6.3％と乗合バス：3.1％で 1割に満たな

い。 

4 人口流動 

（鉄道駅） 

◆朝夕に利用者が多いが、夕方は朝に比べ分散する傾向である 

・コロナ禍で利用者数は減少したが、居住地に大きな変化なし、時間帯

は正午頃の利用がみられるようになった 

◆利用者の居住地は、周辺地区及びバスルート沿いが多い 

・御厨駅は福田地区の利用が多く、豊田町駅は、竜洋地区の利用が多い。

（市役所・支所） 

◆利用者の多い時間帯や利用者の年代、コロナ禍の影響は、施設によっ

て異なる 

◆利用者の居住地は、主に周辺地区である 

（ららぽーと磐田） 

◆午前中から 15 時までが利用者が多く、それ以降は減少する 

・コロナ禍における変化は少なく、利用者の年代はコロナ禍以降 70 歳

以上が減少したものの、20代から 60 代までまんべんなく利用、市内

全域及び近隣市町など、利用者の居住地は広範囲に広がる。 

（磐田市立総合病院） 

◆コロナ禍以降、午前中の利用が多く、利用者は減少している 

◆利用者の居住地は、市内の広範囲に広がるが、福田地区の利用者が他

地区より多い 

1-4 都市施設 

区 分 本市の特性

1 医療 

◆磐田市立総合病院は、鉄道駅から離れて立地しているが、バスルート

がある 

◆診療所・歯科は、概ねバスルート沿線に立地している 

・一部地域（豊田地区など）がバスルートから離れている。 

2 高齢者福祉 
◆概ねバスルート沿線に立地している 

・通所系施設はバスルートから離れているが、送迎がある。 

3 子育て施設 

◆ＪＲと東名高速道路の間に立地しており、ＪＲ北側は概ねバスルート

沿線に立地している 

・ＪＲ南側は各地に点在している。 

4 教育 ◆高等学校・大学は、概ねバスルート沿線に立地している 

5 事業所 

◆概ねバスルート沿線に立地している 

・豊岡地区等の北部や竜洋地区では、バスルートから離れた位置に立地

がみられる。 

6 商業施設 

◆概ねバスルート沿線に立地している 

・豊田地区や豊岡地区などでは、バスルートから離れた位置に立地がみ

られる。 

7 金融施設 

◆概ねバスルート沿線に立地している 

・豊田地区や豊岡地区などでは、バスルートから離れた位置に立地がみ

られる。

8 観光・文化施設 ◆各地に点在しており、鉄道駅・バスルートから離れている 

9 行政施設 ◆市役所・支所は、豊田支所を除きバスルート沿線に立地している 
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・交流施設をはじめ、バスルートから離れている施設も多い。 

1-5 路線調査 

区 分 本市の特性

1 

路線バス ◆いずれの路線も、現金での利用は 30％未満で、概ね IC（定期券含む）

での利用（ただし、秋葉バスは IC利用不可）となっている 

◆各路線の利用の多い目的地（停留所）は以下のとおりである 

（磐田市立病院福田線） 磐田駅、市立病院、磐田北小、美登里町上 

（中ノ町磐田線） 磐田駅、その他は見付～磐田営業所 

（磐田天竜線） 磐田駅、ららぽーと磐田、図書館前 

（掛塚さなる台線） 磐田駅、豊田町駅、掛塚、竜洋変電所北 

（城之崎線） 磐田駅、磐田農業高校東、城之崎 

（磐田線（秋葉バス）） つつじ公園・北高入口、磐田駅

2 

デマンド型乗

合タクシー 

◆利用者の多い時間帯は、午前中の自宅発である 

・10時～自宅着がみられ、午後は自宅着のほうが多い。 

◆各地域の目的地は、駅、行政施設、商業施設（スーパー）が多い 

２ ニーズ等調査 

2-1 市民ニーズ 

区 分 ニーズなど 

1 

市民意識調査 ◆「公共交通体系と道路網の整備」について 

・年代別で 40代以外において、満足度が最も低くなっている。 

・満足度が低く、重要度が高い「重要課題施策」となっている。

2 

市民アンケー

ト 

◆アンケートの主な設問と回答は、以下のとおりである 

（歩いて移動してもよい距離） 徒歩 10 分以内（500ⅿ未満）まで

（近所づきあい・地域活動への参加） 参加している人が多い 

（運転免許返納の意志）意志あり：24.1％、わからない：40％以上 

（運転免許返納後の移動手段） 37.1％が公共交通と回答している 

（日常生活の交通行動について） 

（通院）平日８時から 11時台に外出し、12時から 13 時台に帰宅する。

（買い物）平日又は土日に行い、10時から 11 時台に外出、帰宅時間は

決まっていない。 

（余暇・娯楽）土日が多く、外出/帰宅時間は決まっていないが、外出

は 10時から 11時台が多い。 

（公共交通利用者が公共交通を利用する理由） 他に移動手段がない/

バス停が近い/目的にあった経路での運行が上位である。

（公共交通を利用しない理由） 必要がない/バス停が遠い/利用したい

時間に運行していないが上位である。

（公共交通の利用可能性・必要性） いずれ必要：46.4％を占める。

（公共交通の重要課題施策） 運行時間帯/便数である。 

（公共交通の運行維持のためには） 「ルートや運行内容に変更を行い、

利用者増に注力すべき」が半数程度を占める。 

（利用料金の抵抗感）路線バス：500 円、デマンドタクシー：1,000 円

となっている。

2-2 利用者ニーズ 
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区 分 ニーズなど

1 路線バス 

◆利用者アンケートの主な設問と回答は、以下のとおりである 

（バス利用の目的）通勤：38.6％、通学・習い事：25.7％、買い物・飲

食：21.4％

（自宅からバス乗車、バス降車から目的地まで） いずれも徒歩が最多

（70％程度）となっている。

（利用者の自宅・目的地と最寄りバス停との距離） 徒歩 10 分以内（500

ⅿ未満）が 70％超となっている。 

（利用者の利用頻度など） 週 5日以上の利用者が半数となっており、

ICカード利用者：52.8％、定期券：19.4％を占める。 

（公共交通利用者が公共交通を利用する理由） バス停が近い/他に移

動手段がない/目的にあった経路での運行が上位である。 

（公共交通の重要課題施策） 運行時間帯/便数/定時性である。

2 
デマンド型乗合タク

シー利用登録者

◆利用登録者アンケートの主な設問と回答は、以下のとおりである 

（利用者） 75 歳以上の女性が半数程度である。

（利用者の家族構成等） 一人暮らし/夫婦のみが、半数以上である。

また、運転免許返納：44.4％、運転免許を持っていない：31.9％と

なっている。

（利用頻度） 月１～２回程度：35.2％、週２～３回程度：26.1％、一

度も利用なし：12.7％が上位である。 

（重要課題施策） 便数/運行時間帯/目的地/予約方法である。

3 高校生 

◆高校へのヒアリングの結果 

・通学の大多数は自転車であり、雨天時など、保護者による送迎が多い。

また、保護者の負担となっており、学校周辺の混雑を招いている。 

◆高校生アンケートの結果 

（通学実態） 約 40％が市外から通学、袋井市、浜松市、掛川市、森町

の順に多い。 

（晴天時の通学方法） 自転車：60.5％、鉄道：14.6％、家族などの送

迎：7.2％、路線バス：5.5％の順となっている。 

（雨天時の通学方法） 家族などの送迎：39.4％、自転車：26.3％、鉄

道：12.6％、路線バス：10.6％の順となっている。

（利用する・利用しやすい環境） 便数の増加/利用料金の値下げ：

50.9％、自宅とバス停までの距離の短縮：37.7％が上位である。

4 高齢者 

◆高齢者利用施設へのヒアリングの結果 

（外出目的） 買い物（週１回）・通院（週複数回）で多い。

（移動手段） 行き：デマンド型乗合タクシー、帰り：タクシーが多い。

（要望等） 

・帰りの時間が不定となり、デマンド型乗合タクシーは利用しにくい。

・区域外目的地の要望が多い。

5 障がい者 

◆障がい者団体へのヒアリングの結果 

（日常の外出） 一般企業への通勤や特別支援学校への通学である。 

（課題・要望など） 

・路線バスの退出などにより、保護者による送迎が負担となっている。

・コミュニケーションが苦手な障がい者にとって、デマンド型乗合タク

シーは利用しにくい。

6 中学校 

◆中学校へのヒアリングの結果 

・市内高校は自転車通学圏である。 

・公共交通の選択肢の有無は、進学先選択の要素となりうる。 

・路線バスの利用にあたっては、パーク（サイクル）アンドライド、バ

ス待ち環境の整備が必要である。 
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2-3 交通事業者ニーズ 

区 分 ニーズなど

1 路線バス 

◆バスの利用環境のインフラ改善（バスカット設置、交差点改良など）

◆パーク（サイクル）アンドライドに向けた連携（用地確保） 

◆運転手確保が困難 

2 タクシー 

◆デマンド事業への継続参入意向あり、新規参入希望の事業者はなし 

◆デマンド＋一般乗用で、経営資源が活用できている 

◆午後の時間帯での新規施策を検討中（貨物、デマンド増便、区域越境

運行） 

◆運転手の高齢化及び確保が困難

３ 上位関連計画（公共交通の位置づけ） 

【第２次磐田市総合計画後期基本計画（目標：令和８（2026）年度）】 

・民間バス事業者や天竜浜名湖鉄道への支援 

・駐車場などの適正な維持管理の推進 

・ボランティア運送などの新たな公共交通体系の研究 

【磐田市都市計画マスタープラン（目標：令和19（2037）年）】 

・公共交通は、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」型の都市づくりを支える重要な

路線として維持 

・御厨駅の交通結節機能の充実 

・デマンド型乗合タクシーの確保 

【磐田市立地適正化計画（目標：令和19（2037）年）】 

・公共交通網の充実（新駅周辺の公共交通網の見直し） 

・既存公共交通網の維持（民間バス事業者や天竜浜名湖鉄道への支援） 

・継続性の高い公共交通手段の確保（デマンド型乗合タクシーの維持・充実） 

【磐田市産業振興プラン（目標：令和８（2026）年度）】 

・次世代モビリティサービスの展開を目指す 

磐田市地域公共交通計画（案）令和４年６月時点
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４ 公共交通の課題 

近年、少子化や新型コロナウイルス感染症対策の影響により、公共交通利用者は減少傾向に

あり、民間バス事業者はこれによる経営悪化の影響を受け、バス路線の退出が続いています。

また、高齢者の運転免許保有者数が増加する中で、運転免許証返納者が増加しています。 

本市はこれまで民間バス路線を維持するとともに、運転免許返納後の高齢者等の通院や買物

など移動手段を確保するため、デマンド型乗合タクシーの運行事業を重点的に取り組んできま

したが、利用者の増加に伴い、配車に供給限界がある中で、多様化する移動ニーズへの対応が

難しい状況となっています。また、御厨駅や市民文化会館の新設により公共施設の立地などに

も変化があり、幹線バス路線等の交通網の見直しが必要となっています。 

本市の公共交通を将来につなげ、持続可能な公共交通とするため、現況調査及びニーズ調査

の結果から、本市の地域公共交通の課題を以下のように整理しました。 

課題１ 

◆拠点間ネットワークを担う基幹公共交通軸の維持が必要です 

・「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」型の都市づくりを支える重要な軸と

して、今後も基幹公共交通軸の維持・充実が求められています。 

・JR駅周辺をはじめ、旧来からの地域住民の生活を支えてきた拠点の形成とこれら

の拠点を結ぶ拠点間連携のために、基幹公共交通軸の維持・強化が求められてい

ます。 

・都市拠点の鉄道駅周辺との連携の強化や新たな交通結節機能を活かした公共交通

網の見直しが求められています。 

課題２ 

◆各拠点と地域を結ぶ地域公共交通の維持が必要です 

・高齢者や交通弱者の移動手段を確保するデマンド型乗合タクシーの維持と利便性

向上が求められています。 

・細分化する移動ニーズや増加する公費負担への対応として、ボランティア輸送な

どの新たな公共交通体系の構築が求められています。 

課題３ 

◆持続可能な公共交通に向けた既存公共交通の利便性向上と利用促進が

必要です 

・利用促進に向けて、交通結節機能の充実やインフラの改善、パーク（サイクル）

アンドライド環境の整備など、公共交通の利用環境の向上やわかりやすい情報提

供により、誰もが利用しやすい利便性の向上が求められています。 

・細分化する移動ニーズや増加する公費負担への対応として、ボランティア輸送な

どの新たな公共交通体系の構築が求められています。（再掲） 

・持続可能な公共交通の維持に向け、交通事業者の運転手確保の対策のほか、次世

代モビリティサービスの活用や MaaS の導入などの調査・研究が求められていま

す。

磐田市地域公共交通計画（案）令和４年６月時点
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第３章 磐田市地域公共交通計画の基本的な方針と目標 

１ 計画の基本的な方針 

磐田市地域公共交通計画の基本的な方針を下記のように定めます。 

【基本的な方針】 

暮らしの安心と人が集まる磐田市の未来を創る公共交通 

都市拠点と地域拠点を結ぶ基幹交通を維持し、地域拠点と地域区域を結ぶ地域交通

を維持・充実して、公共交通の利用環境の向上と利用促進により、市民の生活交通の

確保と来訪者の交通利便を将来につなげる持続可能な磐田市の公共交通を創出します。 

２ 計画の目標 

計画の基本的な方針に基づき、計画の目標を下記のように定めます。 

目標１

都市間や拠点間を結ぶ基幹公共交通軸の維持

●JR 東海道本線や天竜浜名湖鉄道 天浜線による本市と他都市を結ぶ広域の

移動を確保・維持します。 

●路線バスによる都市中心拠点と都市拠点、地域拠点との移動を確保・維持

します。 

目標２

各拠点と地域を結ぶ地域公共交通の維持・充実

●デマンド型乗合タクシーにより地域拠点を結ぶ地域内の移動を確保・充実

します。 

●細分化する移動ニーズや増加する公費負担への対応として、ボランティア

輸送などの新たな公共交通体系の構築を検討します。 

目標３

公共交通の利便性向上と利用促進

●交通結節機能の充実やインフラの改善、パーク（サイクル）アンドライド環

境の整備など、公共交通の利用環境の向上を図ります。 

●わかりやすい情報提供や各種利用者への助成など、利便性向上や利用促進

を進めます。 

●次世代モビリティサービスの活用や MaaS の導入などの調査・研究を進めま

す。 

磐田市地域公共交通計画（案）令和４年６月時点
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３ 磐田市が目指す将来の公共交通体系

竜洋線 
磐田 

南部線 福田線 

磐田 

北部線 

豊岡線 

豊田線 

磐田 

中央線 

磐田 

東部線 

ボランティア輸送検討地区 

磐田市地域公共交通計画（案）令和４年６月時点
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４ 各公共交通の位置づけ 

鉄 道 

（JR 東海道本線） 

（天竜浜名湖鉄道 天浜線） 

○公共交通の東西軸 

○都市間移動を担う 

○通勤/通学の手段として維持 

基幹バス路線 

（磐田市立病院福田線、中

ノ町磐田線、磐田天竜

線、城之崎線、掛塚さな

る台線、磐田線、掛塚磐

田駅線） 

○公共交通の南北軸 

○拠点間移動を担う 

○主に朝晩の通勤/通学の手段として維持・改善 

デマンド型乗合タクシー 

（磐田北部線、磐田東部

線、磐田南部線、福田

線、竜洋線、豊岡線、豊

田線、磐田中央線） 

○基幹バス路線を補完し、地区内の指定施設（医療機関、買い物

施設、公共施設、基幹バス路線のバス停）又は各拠点施設を結

び、公共交通空白地域解消のための移動手段 

○地域内の移動と、各拠点への移動を担う 

○主に、日中の高齢者の日常生活の移動手段として確保・改善 

ボランティア輸送などの 

地域主体による移動手段 

（検討） 

○デマンド型乗合タクシーを補完し、地域内の移動特性に応じ

た地域内の移動を担う 

○主に、日中の高齢者の日常生活の移動手段として確保を検討 

一般乗用タクシー 
○上記の公共交通機関ではカバーできない区間や時間帯を補完

する移動手段 

磐田市地域公共交通計画（案）令和４年６月時点
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2
 

【
参

考
資

料
】

旅
客
自
動
車
運
送

事
業
一
覧
 

種類 種別 運行の態様別 代表的な運行形態
磐田市における

運行状況
対象者

参入
手続

ﾅﾝﾊﾞｰ色
免許
種類

路線定期運行
（省§3の3）

・路線バス
・コミュニティバス
・乗合タクシー（定時定路線運行）

基幹バス

路線不定期運行
（省§3の3）

－

区域運行
（省§3の3）

磐田市デマンド型
乗合タクシー

・貸切バス －

・一般乗用タクシー 一般乗用タクシー

・工場従業員の送迎バス
・スクールバス

－ 特定

・鉄道代行バス
・イベント送迎シャトルバス

－ 不特定
法43条
許可

・自治体バス －

・公共交通空白地有償運送 －

・福祉有償運送 －

・幼稚園送迎バス － 特定
法78条
許可

－ － － －

無償 ・ボランティア輸送（互助）
ボランティア輸送

（検討）
特定 －

緑
（事業用）

白
（自家用）

１種

２種
又は
１種

＋講習

２種

法4条
許可

法79条
登録

自家用自動車等により旅客運送

・コミュニティバス
・デマンド型交通

不特定

不特定

一般旅客自動車運送事業
（法§3）

一般乗用旅客自動車
運送事業（法§4）

一般貸切旅客自動車運送事業（法§4）

一般乗用旅客自動車運送事業（法§4）

有償

区分

福祉有償運送（省§51）

公共交通空白地有償運送（省§51）

市町村運営有償運送（省§51）

自家用自動車による
有償の旅客運送
（法§78）

自家用有償旅客運送
（法§79）

特定旅客自動車運送事業（法§43）

国土交通大臣の許可を受けて行う運送（法§78）

災害のため緊急を要するときに行う運送（法§78）

国土交通大臣の認可を受けた場合等における、
貸切バス事業者、タクシー事業者による乗合旅客運送（法§21）

旅客自動車運送事業
（法§2）

磐
田
市
地
域
公
共
交
通
計
画
（
案
）
令
和
４
年
６
月
時
点
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第４章 目標を達成するために行う事業及び実施主体 

１ 事業の体系 

計画の目標を実現するために、実施する事業を以下の通り整理します。

暮
ら
し
の
安
心
と
人
が
集
ま
る
磐
田
市
の
未
来
を
創
る
公
共
交
通

目標１ 

都市間や拠点間を結ぶ 

基幹公共交通軸の維持 

(1)JR 東海道本線や天竜浜名湖鉄道天

浜線による本市と他都市を結ぶ広

域の移動を確保・維持します。 

(2)路線バスによる都市中心拠点と都

市拠点、地域拠点との移動を確保・

維持します。

(1)-1 鉄道の維持 

①天竜浜名湖鉄道経営計画支援事業 

(2)-1 基幹バス路線の維持 

②地域間幹線系統補助事業 

③磐田市生活バス路線維持費補助事業 

④磐田市生活バス路線「磐田線」運行事業費

補助事業 

⑤市町自主運行バス事業費補助事業 

⑥磐田市自主運行バス運行事業 

⑦地域旅客運送サービス継続事業 

(2)-2 拠点的施設との連携強化 

⑧新規幹線バス路線検討事業 

目標２ 

各拠点と地域を結ぶ 

地域公共交通の維持・充実 

(1)デマンド型乗合タクシーにより地

域拠点を結ぶ地域内の移動を確保・

充実します。 

(2)細分化する移動ニーズや増加する

公費負担への対応として、ボランテ

ィア輸送などの新たな公共交通体

系の構築を検討します。 

(1)-1 磐田市デマンド型乗合タクシーの

維持 
①磐田市デマンド型乗合タクシー運行事業 

②地域内フィーダー系統補助事業 

③市町自主運行バス事業費補助事業 

(1)-2 磐田市デマンド型乗合タクシーの

充実 
④磐田市デマンド型乗合タクシー運行内容

改善事業 

(2)-1 地域主体による移動手段の検討 
⑤地域協働運行バス導入支援事業 

目標３ 

公共交通の利便性向上と利用促進 

(1)交通結節機能の充実やインフラの

改善、パーク（サイクル）アンドラ

イド環境の整備など、公共交通の利

用環境の向上を図ります。 

(2)わかりやすい情報提供や各種利用

者への助成など、利便性向上や利用

促進を進めます。 

(3)次世代モビリティサービスの活用

や MaaS の導入などの調査・研究を

進めます。 

(1)-1 乗継・待合環境の改善 
①磐田市バス利用促進事業費補助事業 

(1)-2 車両のユニバーサルデザイン化 
②磐田市ユニバーサルデザイン車両導入促

進事業費補助事業 

(2)-1 わかりやすい公共交通の利用に関

する情報提供 
③磐田市公共交通ガイドの作成 

④天竜浜名湖線利用促進提案事業 

(2)-2 公共交通の利用促進策の実施 
⑤磐田市デマンド型乗合タクシー運賃補助

事業 

⑥タクシー利用料金助成事業 

(3)-1 

⑦新モビリティサービス支援事業 

磐田市地域公共交通計画（案）令和４年６月時点
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２ 事業内容 

事業の体系で示した事業の内容は、以下の通りです。 

【目標１ 都市間や拠点間を結ぶ基幹公共交通軸の維持】に関する事業

(1)JR 東海道本線や天竜浜名湖鉄道 天浜線による本市と他都市を結ぶ広域の移動を確保・維持し

ます。 

(1)-1 鉄道の維持 

・市内外への移動手段として、JR東海道本線、天竜浜名湖鉄道 天浜線の運行を維持するため、

運行への支援 

【事業の概要】 

事 業 ①天竜浜名湖鉄道経営計画支援事業

内 容 天竜浜名湖鉄道の運営補助（赤字補填、設備整備）により、天竜浜名湖鉄道

の維持を図ります。 

実施主体 沿線市町

実施期間 令和５（2023）年度～令和９（2027）年度（実施中）

(2)路線バスによる都市中心拠点と都市拠点、地域拠点との移動を確保・維持します。 

(2)-1 基幹バス路線の維持 

・拠点間を結ぶ重要な移動手段として、基幹バスの運行を維持するため、運行への支援 

・基幹バスの退出への対応として、路線維持の支援を検討 

基幹バス：磐田市立病院福田線、中ノ町磐田線、磐田天竜線、城之崎線、掛塚さなる台線、

磐田線、掛塚磐田駅線 

【事業の概要】

事 業 ②地域間幹線系統補助事業

内 容 幹線バス路線の欠損補助（国と県の協調で赤字補填）により、基幹バス路線

の維持を図ります。 

実施主体 国・静岡県

実施期間 令和５（2023）年度～令和９（2027）年度（実施中）

事 業 ③磐田市生活バス路線維持費補助事業

内 容 幹線バス路線の欠損補助（②地域間幹線系統補助事業の追加支援）により、

基幹バス路線の維持を図ります。 

実施主体 磐田市

実施期間 令和５（2023）年度～令和９（2027）年度（実施中）

事 業 ④磐田市生活バス路線「磐田線」運行事業費補助事業

内 容 広域連携バス(秋葉バス・磐田線)の欠損補助により、路線維持を図ります。

実施主体 磐田市/袋井市/森町

実施期間 令和５（2023）年度～令和９（2027）年度（実施中）

磐田市地域公共交通計画（案）令和４年６月時点
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事 業 ⑤市町自主運行バス事業費補助事業

内 容 市自主運行バス(秋葉バス・磐田線、掛塚磐田駅線)の欠損補助により、路線

維持を図ります。 

実施主体 静岡県

実施期間 令和５（2023）年度～令和９（2027）年度（実施中）

事 業 ⑥磐田市自主運行バス運行事業

内 容 市自主運行バス（掛塚磐田駅線）の運行委託により、路線維持を図ります。

実施主体 磐田市

実施期間 令和５（2023）年度～令和９（2027）年度（実施中）

事 業 ⑦地域旅客運送サービス継続事業【新規】

内 容 幹線バスの退出申出があった場合の対応として、地域旅客運送サービス継

続事業の活用による路線維持を検討します。 

実施主体 磐田市/事業者等

実施期間 令和５（2023）年度～令和９（2027）年度

【参考事例】地域旅客運送サービス継続事業【新規】の実施フロー

資料：国土交通省

磐田市地域公共交通計画（案）令和４年６月時点



磐田市地域公共交通計画 

16 

【参考事例】路線を維持・改善するための手続き（フロー） 

資料：浜松市

(2)-2 新たな拠点的施設との連携強化 

・令和２（2020）年３月 14 日に開業した JR 御厨駅や、令和３（2021）年４月１日に豊田支所

が移転し、隣接地に令和４（2022）年７月 30 日に磐田市民文化会館「かたりあ」が開館した

アミューズ豊田周辺について、これらの新たな拠点的施設との連携強化を図るため、新規基

幹バス路線を検討 

【事業の概要】 

事 業 ⑧新規幹線バス路線検討事業【新規】

内 容 JR 御厨駅や磐田市民文化会館「かたりあ」等の新たな利用者ニーズへ対応

するため、新規幹線バス路線を検討します。 

（例）福田地区～JR 御厨駅～磐田市立総合病院 

JR 豊田町駅～豊田地区～アミューズ豊田周辺   等

実施主体 磐田市

実施期間 令和５（2023）年度～令和９（2027）年度

磐田市地域公共交通計画（案）令和４年６月時点
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【目標２ 各拠点と地域を結ぶ地域公共交通の維持・充実】に関する事業

(1)デマンド型乗合タクシーにより地域拠点を結ぶ地域内の移動を確保・充実します。 

(1)-1 磐田市デマンド型乗合タクシーの維持 

・地域内の移動と、各拠点への移動を担い、主に、日中の高齢者等の日常生活の移動手段とし

て維持するため、運行への支援 

磐田市デマンド型乗合タクシー： 

磐田北部線、磐田東部線、磐田南部線、福田線、竜洋線、豊岡線、豊田線、磐田中央線 

【事業の概要】

事 業 ①磐田市デマンド型乗合タクシー運行事業

内 容 磐田市デマンド型乗合タクシーの運行委託により、地域の移動手段の確保

を図ります。 

実施主体 磐田市

実施期間 令和５（2023）年度～令和９（2027）年度（実施中）

事 業 ②地域内フィーダー系統補助事業

内 容 地域内フィーダー系統（磐田市デマンド型乗合タクシー）の欠損補助（国と

県の協調で赤字補填）により、路線維持を図ります。 

実施主体 国/静岡県

実施期間 令和５（2023）年度～令和９（2027）年度（実施中）

事 業 ③市町自主運行バス事業費補助事業             （再掲）

内 容 市自主運行バス（磐田市デマンド型乗合タクシー）の欠損補助により、路線

維持を図ります。 

実施主体 静岡県

実施期間 令和５（2023）年度～令和９（2027）年度（実施中）

(1)-2 磐田市デマンド型乗合タクシーの充実 

・地域内の移動と、各拠点への移動を担い、主に、日中の高齢者等の日常生活の移動手段とし

て改善 

・利用者ニーズの変化、施設の新設・廃止に伴う指定施設、運行時刻、予約方法等の運行内容

の見直し 

【事業の概要】

事 業 ④磐田市デマンド型乗合タクシー運行内容改善事業【新規】

内 容 変化する多様な利用者ニーズを踏まえながら、利用しやすいデマンド型乗

合タクシー運行に向けた改善を図ります。 

実施主体 磐田市

実施期間 令和５（2023）年度～令和９（2027）年度

磐田市地域公共交通計画（案）令和４年６月時点
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(2)細分化する移動ニーズや増加する公費負担への対応として、ボランティア輸送などの新たな公

共交通体系の構築を検討します。 

(2)-1 地域主体による移動手段の検討 

・デマンド型乗合タクシーでは対応しきれない地域内の細分化するニーズへ対応するため、地

域を主体とした新たな移動手段の導入を検討 

・主に、地域内における日中の高齢者等の日常生活の移動手段として、地域が主体となり、公

共交通の運行について検討・協議を支援 

【事業の概要】

事 業 ⑤地域協働運行バス導入支援事業【新規】

内 容 デマンド型乗合タクシーを補完し、地域に即した公共交通体系の構築を目

指し、地域を主体とした新たな移動手段の導入に向け、地域への支援を行い

ます。 

実施主体 磐田市

実施期間 令和５（2023）年度～令和９（2027）年度

【参考事例】地域支え合い出かけっＣＡＲサービス（藤枝市） 

・「地域支え合い出かけっ CARサービス支援事業」と

は、市が藤枝市社会福祉協議会（以下「市社協」）

に委託し、各地区社会福祉協議会が主体となって運

転ボランティアによる外出支援を行おうとする地域

に対し、市社協が保有する車両を提供することなど

を通して地域の高齢者の外出支援の取り組みをバッ

クアップする支援制度

資料：藤枝市

磐田市地域公共交通計画（案）令和４年６月時点
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【目標３ 公共交通の利便性向上と利用促進】に関する事業

(1)交通結節機能の充実やインフラの改善、パーク（サイクル）アンドライド環境の整備など、公

共交通の利用環境の向上を図ります。 

(1)-1 乗継・待合環境の改善 

・バス利用にあたって、自転車でのアクセス性や雨天時等のバス待ち環境を改善 

・主に、基幹バス路線のバス停等において、自転車からバスへ円滑に乗り換えられるようなパ

ーク（サイクル）アンドライド用の駐輪場や、屋根・ベンチの設置など、バスを待ちやすい

環境づくりのため、バス停等の整備に対し支援 

【事業の概要】 

事 業 ①磐田市バス利用促進事業費補助事業

内 容 バス停等（パーク（サイクル）アンドライド、屋根の設置など）の整備補助

により、バスの利用環境の改善を図ります。 

実施主体 磐田市

実施期間 令和５（2023）年度～令和９（2027）年度（実施中）

(1)-2 車両のユニバーサルデザイン化 

・今後の高齢者の増加への対応として、高齢者や障がいのある方等、誰もが利用しやすいユニ

バーサルデザインに配慮した公共交通の利用環境を改善 

・路線バス車両については、継続的にノンステップバスを導入 

・タクシー車両のついては、一部ユニバーサルデザインタクシーの導入がされており、今後も

順次導入するため、導入に対し支援 

【事業の概要】 

事 業 ②磐田市ユニバーサルデザイン車両導入促進事業費補助事業

内 容 ユニバーサルデザインタクシーの車両導入補助により、高齢者や障がいの

ある方など、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインに配慮した利用環

境の改善を促進します。 

実施主体 磐田市

実施期間 令和５（2023）年度～令和９（2027）年度（実施中）

【イメージ】ユニバーサルデザイン車両 

・スライドドアによる広いドア開口部は、お客様の乗

り降りがしやすく、車内は屋根が高くフラットフロ

アで、居住性も大きく向上。

資料：遠鉄タクシー株式会社

磐田市地域公共交通計画（案）令和４年６月時点
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(2)わかりやすい情報提供や各種利用者への助成など、利便性向上や利用促進を進めます。 

(2)-1 わかりやすい公共交通の利用に関する情報提供 

・市や各事業者のホームページやチラシ、パンフレットの作成により地域公共交通の情報提供

を継続的に実施 

・小学校におけるバスの乗り方教室の実施や高齢者サロンも活用し、バスなどの地域公共交通

の利用方法や大切さを知り、親しみを持っていただく 

・市内の各種公共交通の情報（時刻・路線等）を統合し、乗り継ぎ情報等を分かりやすく提供

するため、「磐田市公共交通ガイドブック」を作成 

・【事業の概要】

事 業 ③磐田市公共交通ガイドの作成【新規】

内 容 市内の各種公共交通の情報（時刻・路線等）や乗り継ぎ情報等を分かりやす

く提供するため、「磐田市公共交通ガイドブック」を作成し、利用促進を図

ります。 

実施主体 磐田市

実施期間 令和５（2023）年度～令和９（2027）年度

【参考事例】公共交通ガイドブック 

・路線バスや鉄道などの公共交通を利用しやすいように、市内発着のバスや鉄道の時刻表な

どを 1冊にまとめた「柏崎市公共交通ガイドブック」

資料：柏崎市

磐田市地域公共交通計画（案）令和４年６月時点



第４章 目標を達成するために行う事業及び実施主体 

21 

(2)-2 公共交通の利用促進策の実施 

・天竜浜名湖鉄道の沿線市町と協力し、利用促進に向けた各種イベントの開催や利用啓発のキ

ャンペーンを実施 

・運転免許返納者や障がい者等、公共交通の利用が必要な人が利用しやすいように、公共交通

の運賃を補助 

・民生委員、児童委員、各種団体等への地域公共交通の運行内容や料金負担の軽減策等の制度

に関する周知活動への協力依頼のほか、主要施設への情報掲示や、ホームページや広報を活

用した周知活動など、地域等と連携した多様な手段による周知活動の展開 

【事業の概要】

事 業 ④天竜浜名湖線利用促進提案事業

内 容 天竜浜名湖鉄道天浜線沿線市町と協力のもと、各種イベント開催、利用啓発

のキャンペーン等、天竜浜名湖線の利用促進を図ります。 

実施主体 沿線市町

実施期間 令和５（2023）年度～令和９（2027）年度（実施中）

事 業 ⑤磐田市デマンド型乗合タクシー運賃補助事業

内 容 公共交通の利用が必要な人が、利用しやすいように、運転免許返納者等を対

象として、磐田市デマンド型乗合タクシーの運賃補助により、利用促進を図

ります。 

実施主体 磐田市

実施期間 令和５（2023）年度～令和９（2027）年度（実施中）

事 業 ⑥タクシー利用料金助成事業

内 容 公共交通の利用が必要な人が、利用しやすいように、障がい者等へのタクシ

ー券交付により、利用促進を図ります。 

実施主体 磐田市

実施期間 令和５（2023）年度～令和９（2027）年度（実施中）

磐田市地域公共交通計画（案）令和４年６月時点
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【継続実施事業】磐田市デマンド型乗合タクシー運賃補助事業

資料：磐田市デマンド（予約）型乗合タクシー パンフレット

【継続実施事業】タクシー利用料金助成事業（高齢者等） 

・年 48 枚を限度に、タクシー料金の助成券（１枚 600 円）を支給します。（１乗車につき２

枚まで利用可能） 

■対象者：要介護、要支援に該当する方または同程度の方（障がい者タクシー利用料金助成

対象者を除く） ※所得制限あり 

■利用者負担：タクシー料金のうち、助成券２枚利用の場合、1,200 円を超える額 

【継続実施事業】タクシー利用料金助成事業（障がい者） 

・年 48 枚を限度に、タクシー料金の助成券（１枚 600 円）を支給します。（１乗車につき２

枚まで利用可能） 

■対象者：重度の障害のある方（身体障害者手帳１・２・３級、療育手帳、精神障害者保健福

祉手帳１・２級、または特別児童扶養手当１級受給対象者の方） 

■利用者負担：タクシー料金のうち、助成券２枚利用の場合、1,200 円を超える額 

磐田市地域公共交通計画（案）令和４年６月時点
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(3)次世代モビリティサービスの活用や MaaS の導入などの調査・研究を進めます。 

(3)-1 先端情報技術を活用した次世代の公共交通サービスの導入に向けた調査・研究 

・自動運転技術、AI、MaaS 等の先端情報技術の公共交通への活用や、次世代のモビリティサー

ビスの導入可能性について、地元企業と連携を図りながら、調査・研究を支援

【事業の概要】 

事 業 ⑦新モビリティサービス支援事業【新規】

内 容 自動運転技術、ＡI、MaaS など先端情報技術を活用し、次世代モビリティサ

ービスの導入に向けて、地元企業との連携を図りながら、調査・研究を進め

ます。 

実施主体 磐田市/事業者等

実施期間 令和５（2023）年度～令和９（2027）年度

【参考資料】MaaS とは（MaaS のサービスイメージ） 

・MaaS（マース：Mobility as a Service）とは、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単

位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合

わせ、さらには移動の目的地におけるサービスとも連携し、検索・予約・決済等を一括で

行うサービスのことを言います。サービス手段としてはスマートフォンアプリを活用する

例が多くみられます。 

・新たな移動手段（シェアサイクル等）や移動目的に関連したサービス（観光地や飲食店の

チケットの購入等）も組み合わせて提供することが可能です。 

資料：地域公共交通計画等の作成と運用の手引き【詳細編】

磐田市地域公共交通計画（案）令和４年６月時点
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【参考事例】しずおか自動運転 ShowCASE プロジェクト

資料：静岡県交通基盤部

磐田市地域公共交通計画（案）令和４年６月時点
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３ 事業スケジュール 

各事業の実施機関とスケジュールは以下の通りです。 

区分 事業名 事業主体 
R5 
2023 

年度 

R6 
2024 

年度

R7 
2025 

年度

R8 
2026 

年度

R9 
2027 

年度

【
目
標
１

都
市
間
や
拠
点
間
を
結
ぶ

基
幹
公
共
交
通
軸
の
維
持
】

に
関
す
る
事
業

１ 天竜浜名湖鉄道経営計画支援事業 沿線市町   

２ 地域間幹線系統補助事業 国/静岡県    

３ 磐田市生活バス路線維持費補助事業 磐田市   

４
磐田市生活バス路線「磐田線」運行事業

費補助事業

磐田市/袋井

市/森町 

５ 市町自主運行バス事業費補助事業 静岡県   

６ 磐田市自主運行バス運行事業 磐田市   

７ 地域旅客運送サービス継続事業
磐田市/事業

者等 

８ 新規幹線バス路線検討事業 磐田市 

【
目
標
２

各
拠
点
と
地
域
を
結
ぶ

地
域
公
共
交
通
の
維
持
・
充
実
】

に
関
す
る
事
業

１ 磐田市デマンド型乗合タクシー運行事業 磐田市  

２ 地域内フィーダー系統補助事業 国/静岡県   

３ 市町自主運行バス事業費補助事業 静岡県 

４ 
磐田市デマンド型乗合タクシー運行内容

改善事業 
磐田市    

５ 地域協働運行バス導入支援事業 磐田市 

【
目
標
３

公
共
交
通
の
利
便
性
向
上

と
利
用
促
進
】

に
関
す
る
事
業

１ 磐田市バス利用促進事業費補助事業 磐田市  

２ 
磐田市ユニバーサルデザイン車両導入促

進事業費補助事業 
磐田市  

３ 磐田市公共交通ガイドの作成 磐田市  

４ 天竜浜名湖線利用促進提案事業 沿線市町  

５ 
磐田市デマンド型乗合タクシー運賃補助

事業 
磐田市  

６ タクシー利用料金助成事業 磐田市  

７ 新モビリティサービス支援事業 
磐田市/事業

者等 

検討 実施 

作成 配布・活

用
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第５章 計画の達成状況と評価 

１ 評価指標と数値目標の設定 

計画で定めた 3 つの目標の達成状況を評価するため、目標に対応した評価指標と数値目標を

設定します。 

目 標 評価指標/数値目標 

【目標１】 

都市間や拠点間を結ぶ 

基幹公共交通軸の維持 

【目標２】 

各拠点と地域を結ぶ 

地域公共交通の 

維持・充実 

【目標３】 

公共交通の利便性向上 

と利用促進 

【評価指標１】 

基幹バスの利用者数 

路線バス関連事業の実施により基幹交通としてサ

ービス水準を維持し、利用者の確保を目指します。 

現在）R2（2020）年度 目標）R9（2027）年度 

2,097 人/日 4,200 人/日 

【評価指標２-１】 

デマンド型乗合タクシーの利用者数 

デマンド型乗合タクシーの運行確保と改善によ

り、利用者数の増加を目指します。 

現在）R2（2020）年度 目標）R9（2027）年度 

29,001 人 38,600 人 

【評価指標２-２】

デマンド型乗合タクシーの一人当たり運行経費 

デマンド型乗合タクシーの運行確保と改善、利

用促進により、運行経費の削減を目指します。 

現在）R2（2020）年度 目標）R9（2027）年度 

1,485 円/人 1,300 円/人 

【評価指標３】 

利用者の満足度 

利便性向上や利用促進策を進めることで、利用

者の公共交通に対する満足度を高めることを目指

します。 

現在）R2（2020）年度 目標）R9（2027）年度 

14.9％ 19.9％

【
基
本
方
針
】
暮
ら
し
の
安
心
と
人
が
集
ま
る
磐
田
市
の
未
来
を
創
る
公
共
交
通
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２ 数値目標設定の考え方 

2－1 【評価指標１】基幹バスの利用者数 

路線バス関連事業の実施により基幹交通としてサービス水準を維持し、利用者の確保を目指

します。

数値目標は、基幹バスの５路線（磐田市立病院福田線、中ノ町磐田線、磐田天竜線、掛塚さ

なる台線、磐田線）における利用者について、確保・維持を目指します。 

令和２（2020）年度実績の各路線の１日当たりの平均乗車人員：2,097 人（５路線合計）に対

して、コロナ禍の影響による利用者減少前の水準となる令和元（2019）年度実績：4,202 人を参

考に、4,200（人/日）を目標値として設定しました。

現在）R2（2020）年度 目標）R9（2027）年度 

2,097 人/日 4,200 人/日

2－2 【評価指標２－１】デマンド型乗合タクシーの利用人数 

デマンド型乗合タクシーの運行確保と改善により、利用者数の増加を目指します。 

数値目標は、８地区で実施するデマンド型乗合タクシーの登録者数に対する利用者数につい

て、令和２（2020）年度実績の各地区（路線）の利用者数（８地区合計）：29,001 人となってい

ます。計画期間前半で運行改善を検討することにより、新規利用者の獲得や利用の促進を図り、

後半３年間で前年比 1.1 の伸び率を目指し、38,600 人を目標値として設定しました。

現在）R2（2020）年度 目標）R9（2027）年度 

29,001 人 38,600 人

2－3 【評価指標２－２】デマンド型乗合タクシーの一人当たりの運行経費 

デマンド型乗合タクシーの運行確保と改善により、一人当たりの運行経費の削減を目指しま

す。 

数値目標は、８地区で実施するデマンド型乗合タクシーの一人当たりの運行経費（運行委託

料）は、令和２（2020）年度実績：1,485 円/人となっています。利用者の増加は運行経費の増

加につながるものの、一運行あたりの乗車人員を増やすことで、運行あたりの経費は削減が可

能となります。利用者の獲得と合わせて、利用に対する理解の促進や運行改善を検討すること

により、１割程度の削減を目指し、1,300 円/人を目標値として設定しました。

現在）R2（2020）年度 目標）R9（2027）年度 

1,485 円/人 1,300 円/人
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2－4 【評価指標３】利用者の満足度 

利便性向上や利用促進策を進めることで、利用者の公共交通に対する満足度を高めることを

目指します。 

数値目標は、計画の策定にあたって実施した市民アンケートにおいて、公共交通の全体的な

満足度について、「満足」「やや満足」の占める割合：14.9％に対して、各種利便性向上や利用

促進策を進めることにより、年１％の満足度向上を目指し、計画期間５年間の５％を加えた

19.9％を目標値として設定しました。 

現在）R4（2022）年度 目標）R9（2027）年度 

14.9 ％ 19.9 ％
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３ 計画の進め方と評価の方法 

地域公共交通の法制度が変革するなか、地域住民が主体的に地域の移動手段の確保に取り組

んでいけるよう、地域住民、市民活動団体、交通事業者、行政との協働が一層重要となります。 

そのため、地域住民、利用者、磐田市、バス事業者等の関係者からなる「磐田市地域公共交

通会議」により、地域公共交通の維持や利用促進等に関する認識を深めるとともに、計画の達

成状況の評価は、以下に示すＰＤＣＡサイクルの考え方に基づき、モニタリングシートを用い

て、事業の進捗管理を行いつつ、事業の内容やその効果について評価を実施します。 

計画期間中は、以下のような評価スケジュールのもと、事業を進めます。 

■地域住民･組織、行政、交通事業者の役割 

地域住民･組織 行 政 交通事業者 

○自分達の問題という自覚（積極

的な提案等） 

○沿線の企業､商店､病院等によ

るパートナーシップ（賛助･協

賛） 

○事業者への委託･補助 

○デマンド型乗合タクシーの運

営 

○異なる事業者･運行形態の調整

○交通結節点の整備（駅前広場、

ターミナル等） 

○現状の事業サービスの改善 

○新しい事業サービスの展開 

○ＥＶ、ゼロカーボンの導入 

■協働と連携、PDCAサイクルのイメージ 
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■評価スケジュール 

R4（2022）年度 R5（2023）年度 R6（2024）年度 R7（2025）年度 R8（2026）年度

４ ７ 10 １ ４ ７ 10 １ ４ ７ 10 １ ４ ７ 10 １ ４ ７ 10 １ 

計画策定 

（Plan） 

事業実施 

（Do） 

事業評価 

（Check） 

計画や事業見

直し・改善 

（Action） 

事業実施 事業実施 事業実施 事業実施 事業実施 

次年度事業 

検討 

次年度事業 

検討 

次年度事業 

検討 

次年度事業 

検討 
計画見直し 

事業 

評価・検証 
事業 

評価・検証 

事業 

評価・検証 

事業 

評価・検証 

事業 

評価・検証 

事業 

見直し 

事業 

見直し 

事業 

見直し 

事業 

見直し 

事業 

見直し 
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■モニタリングシート（イメージ） 

磐田市地域公共交通計画事業モニタリングシート その１ 

事業名 事業概要 
実施 

状況 
実施効果 課題など 備考 

目標１ 都市間や拠点間を結ぶ基幹公共交通軸の維持 

１ 

天竜浜名湖鉄

道経営計画支

援事業 

２ 
地域間幹線系

統補助事業 

・
・

・ ・
・

・

記載要領 
1 実施状況は、実施済は◎、実施中は○、実施予定は△、未実施は を記入する。 

2 実施予定の事業については実施時期、未実施事業についてはその理由を記載すること。 

磐田市地域公共交通計画事業モニタリングシート その２ 

路線名 路線概要 
運行 

状況 

運行経費 

（円/

年） 

運賃収入 

（円/

年） 

収支率 

（％） 

利用者数 

（人/

日） 

備考 

基幹バス路線 

１ 
磐田市立病院福田

線 

２ 
地域間幹線系統補

助事業 

・
・

・ ・
・

・

地域交通 

１ 
デマンド型乗合タ

クシー竜洋線 

２ 
デマンド型乗合タ

クシー福田線 

・
・

・
・
・
・

記載要領 
1 運行状況は、運行主体者から見て、良好は○、運行内容の変更が必要は△、運行継続困難が予想される場合は を記入 

する。 
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